
　第115回定時株主総会招集ご通知に際しての

法令および定款に基づくインターネット開示事項

連結計算書類の連結注記表

計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

(平成25年４月１日から平成26年３月31日まで)

「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきま

しては、法令および定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社

ウェブサイト（http://www.namura.co.jp/）に掲載することにより、株主

の皆さまに提供しております。



連 結 注 記 表

　1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　 (1)連結の範囲に関する事項

子会社24社のうち函館どつく㈱、オリイメック㈱、名和産業㈱、玄海テック㈱、名村情報システム㈱他14社
を連結の範囲に含めております。その他の子会社５社は連結計算書類に重要な影響を及ぼさないので連結の
範囲から除外しております。

　 (2)持分法の適用に関する事項
関連会社２社のうち㈱伊万里鉄鋼センターについては持分法を適用しております。非連結子会社５社及びそ
の他の関連会社１社は連結計算書類に重要な影響を及ぼさず、かつ全体としても重要性がないため、持分法
の適用から除外しております。

　 (3)連結子会社の事業年度等に関する事項
オリイメック㈱（同社連結子会社９社を含む）、名和産業㈱、玄海テック㈱、名村情報システム㈱、名村マリ
ン㈱及びモーニングダイダラス ナビゲーション社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成にあた
っては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調
整を行っております。
また、ゴールデンバードシッピング社及び名村エンジニアリング㈱の決算日はそれぞれ７月31日及び８月31
日であり、いずれも連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

　 (4)会計処理基準に関する事項
　 ①重要な資産の評価基準及び評価方法

(ア)有価証券
満期保有目的の債券………………………償却原価法（定額法）

　 その他有価証券

時価のあるもの…………………………決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)

時価のないもの…………………………移動平均法による原価法

(イ)デリバティブ取引により

生じる債権及び債務………………………時価法

(ウ)たな卸資産
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
商品及び製品、仕掛品……………………主として個別法

原材料及び貯蔵品…………………………主として移動平均法

　 ②重要な減価償却資産の減価償却の方法
(ア)有形固定資産 (リース資産を除く)……定率法

ただし、当社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日以降に
取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物及び構築物 10年～47年

　機械装置及び運搬具 ５年～10年

(イ)無形固定資産 (リース資産を除く)……定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内におけ
る利用可能年数（５年）に基づく定額法を採用しております。

(ウ)リース資産

　 所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産……………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。なお、「リース取引に関する会計基準」の改正適
用初年度開始前に契約した所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。
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　 ③重要な引当金の計上基準
(ア)貸倒引当金…………………………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

に基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(イ)保証工事引当金……………………………新造船やその他のアフターサービスに対する支出に備えるため、
保証工事見込額を実績率に基づいて計上しております。

(ウ)工事損失引当金……………………………当連結会計年度末手持受注工事のうち損失が確実視される工事
の翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損失に備えるため、
合理的な見積額を計上しております。

(エ)役員賞与引当金……………………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年
度における支給見込額に基づき計上しております。

(オ)役員退職慰労引当金………………………役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規
則に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(カ)特別修繕引当金……………………………船舶の定期検査工事の支出に備えるため、当連結会計年度に負
担すべき支出見積額を計上しております。

　 ④退職給付に係る会計処理の方法
　 (ア)退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、期間定
額基準によっております。

　 (イ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年等）による定額
法により、翌連結会計年度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（14年等）による定額法により、費用処理しております。

　 ⑤収益及び費用の計上基準
　 完成工事高の計上基準

当連結会計年度までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進
捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　 ⑥重要なヘッジ会計の処理方法
(ア)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

予定取引により将来発生する外貨建金銭債権・債務に対する為替予約によるヘッジについては繰延ヘッ
ジ会計を適用しております。
また、為替予約が付されている外貨建金銭債権・債務等については、振当処理を行い、特例処理の要件
を満たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

(イ)ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段………………………………デリバティブ取引

(為替予約取引、金利スワップ取引)
・ヘッジ対象………………………………相場変動等によるリスクを保有しているもの

(外貨建金銭債権・債務、変動金利借入)
(ウ)ヘッジ方針

デリバティブ取引取扱規程に基づき、為替、金利変動リスクをヘッジしております。
(エ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ
ロー変動の累計とを比較して判断しております。

(オ)その他
デリバティブ取引についての基本方針を定めた取扱規程を取締役会で決定しております。取引の実行及

び管理は経営管理部が行っており、取引状況は、取締役会に報告しております。

　 ⑦消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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　 (5)会計方針の変更

退職給付に係る会計処理の方法

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい
う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25条 平成24年５月17日。以
下「退職給付適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文
及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めは除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額
を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退
職給付に係る負債に計上いたしました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当
連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に
加減しております。
この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る債務が3,958百万円計上されております。また、その
他の包括利益累計額が897百万円減少しております。

　 (6)追加情報

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月
１日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結
会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する
連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の37.8％から35.4％に変更されており
ます。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が159百万円減少し、当連結会計年度
に計上された法人税等調整額が159百万円増加しております。

　
　2.連結貸借対照表に関する注記

　 (1)担保に供している資産

建物及び構築物 1,016百万円

ドック船台 342百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

土地 4,402百万円

投資有価証券 99百万円

合計 5,859百万円

担保に係る債務の金額
短期借入金 1,120百万円

長期借入金（１年以内返済分を含む) 5,254百万円

　 (2)有形固定資産の減価償却累計額 50,638百万円
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　3.連結株主資本等変動計算書に関する注記

　 (1)当連結会計年度末における発行済株式の数 普通株式 48,386,417株

　 (2)剰余金の配当に関する事項
　 ①当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生

平成25年６月25日
　定時株主総会

普通株式 677 14 平成25年３月31日 平成25年６月26日

平成25年11月６日
取締役会

普通株式 484 10 平成25年９月30日 平成25年12月６日

　 ②当連結会計年度末後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生

平成26年６月24日
　定時株主総会

普通株式 利益剰余金 968 20 平成26年３月31日 平成26年６月25日

(注) 平成26年６月24日開催予定の定時株主総会議案であります。

　 (3)当連結会計年度における新株予約権の目的となる株式の数 普通株式 372,000株

　
　4.金融商品に関する注記
　 (1)金融商品の状況に関する事項
　 ①金融商品に対する取組方針

当企業集団は、主に各種船舶の製造販売事業を行うため設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借
入）を調達しております。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。

　 ②金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を
展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為
替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務又は資本提携に関連する株
式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、舶
用資機材等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外
貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とした
ものであり、償還日は決算日後、最長で10年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動
リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権・債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引
であります。
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　 ③金融商品に係るリスク管理体制
(ア)信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当企業集団は、営業債権及び長期貸付金について、各企業において主要な取引先の状況を定期的にモニ
タリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早
期把握や軽減を図っております。
満期保有目的の債券は、運用方針に関する取締役会決議を経て、格付の高い債券のみを対象としている
ため、信用リスクは僅少であります。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金
融機関とのみ取引を行っております。
当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借
対照表価額により表わされております。

(イ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当企業集団は、外貨建ての営業債権・債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し
て、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸出に係
る予約取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権に対する先物為替予約を行っております。
また、当企業集団は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用
しております。
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
また、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に
見直しております。
デリバティブ取引については、基本方針を定めたデリバティブ取引取扱規程に基づき、経営管理部が取
引を行い、経営管理部において残高照合等を行っております。月次の取引実績は、取締役会に報告して
おります。

(ウ)資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当企業集団は、各部署からの報告に基づき経営管理部が適宜に資金繰計画を作成・更新することなどに
より、流動性リスクを管理しております。

　 (2)金融商品の時価等に関する事項
平成26年３月31日（当連結会計年度の決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりません（（注2）を参照ください。）。

(単位：百万円)

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 37,545 37,545 ―

(2) 受取手形及び売掛金 25,930 25,930 ―

(3) 有価証券及び投資有価証券

　① 満期保有目的の債券 39,998 39,998 0

　② その他有価証券 5,124 5,124 ―

(4) 長期貸付金（１年以内回収予定を含む) 48 50 2

資産計 108,645 108,647 2

(1) 支払手形及び買掛金 22,768 22,768 ―

(2) 短期借入金 3,838 3,838 ―

(3) 長期借入金(１年以内返済予定を含む) 8,521 8,550 29

(4) リース債務 824 795 △29

(5) 未払法人税等 6,043 6,043 ―

負債計 41,994 41,994 0

　 デリバティブ取引(※) 13 13 ―

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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　(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　 資産

　 (1) 現金及び預金

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　 (2) 受取手形及び売掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、その将来キャッシュ・フローを回収期日までの期

間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。なお、短期間で決済される

債権の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　 (3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は主に取引所の価格によっており、債券は主に取引所の価格又は取引金融機関

から提示された価格によっております。

　 (4) 長期貸付金（１年以内回収予定を含む）

長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャ

ッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。

　 負債

　 (1) 支払手形及び買掛金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを支払期日までの期

間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。なお、短期間で決済される

債務の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　 (2) 短期借入金及び(5) 未払法人税等

すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

　 (3) 長期借入金（１年以内返済予定を含む）及び(4) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定され

る利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　 デリバティブ取引

為替予約の振当処理および金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている営業債権・債務

および長期借入金と一体として処理されているため、それらの時価は、当該営業債権・債務および長期借入

金の時価に含めて記載しております。

　(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 2,657

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要する

と見込まれております。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資

産(3) ② その他有価証券」には含めておりません。
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　5.１株当たり情報に関する注記

　 (1)１株当たり純資産額 1,367円20銭

　 (2)１株当たり当期純利益金額 262円46銭

　6.減損損失に関する注記

以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

用途 主な種類 主な場所 減 損 金 額 ( 百 万 円 )

事業用資産
建物及び構築物、土地、
機械装置及び運搬具 他

北海道室蘭市 537

遊休資産 土地 北海道函館市 1

遊休資産 土地 神奈川県伊勢原市 158

合計 696

(経緯)

函館どつく株式会社において、一部の事業用資産について当初想定した収益が見込めなくなったため、ま

た、函館どつく株式会社及びオリイメック株式会社において、遊休資産について市場価格が下落したた

め、回収可能価額まで減額し、減損損失を認識いたしました。

(グルーピングの方法)

地域性を考慮した事業の種類別セグメント単位を基本とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産につ

いては個々の物件単位でグルーピングしております。

(回収可能価額の算定方法等)

回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、償却資産については実質的な処分価値を考慮して零

とし、土地については主として不動産鑑定評価額によっております。

　7.記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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個 別 注 記 表

　1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

　 (1)資産の評価基準及び評価方法

　 ①有価証券

満期保有目的の債券…………………………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式………………移動平均法による原価法

　その他有価証券

時価のあるもの……………………………決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定)
時価のないもの……………………………移動平均法による原価法

②デリバティブ取引により

生じる債権及び債務…………………………時価法

　 ③たな卸資産

　 通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品…………………………………………個別法

原材料及び貯蔵品……………………………移動平均法

　 (2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く)………定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　建物 15年～47年

　機械及び装置 ５年～10年

②無形固定資産（リース資産を除く)………定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における

利用可能年数（５年）に基づく定額法を採用しております。
③リース資産

　所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産………………リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。
　 (3)引当金の計上基準

①貸倒引当金……………………………………債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

基づき、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②保証工事引当金………………………………新造船やその他のアフターサービスに対する支出に備えるため、

保証工事見込額を実績率に基づいて計上しております。

③工事損失引当金………………………………当期末手持受注工事のうち損失が確実視される工事の翌期以降に

発生が見込まれる損失に備えるため、合理的な見積額を計上して

おります。
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④役員賞与引当金………………………………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当期における支

給見込額に基づき計上しております。
⑤退職給付引当金………………………………従業員の退職により支給する退職給付に備えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定額法により、費用処理しておりま

す。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（14年）による定額法により、翌期から費用処理

しております。
なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対

照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

　 (4)収益及び費用の計上基準

完成工事高の計上基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見

積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

　 (5)ヘッジ会計の処理方法

　 ①繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

予定取引により将来発生する外貨建金銭債権・債務に対する為替予約によるヘッジについては繰延ヘッジ会

計を適用しております。

また、為替予約が付されている外貨建金銭債権・債務等については、振当処理を行い、特例処理の要件を満

たす金利スワップについては、特例処理を採用しております。

　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…………………………………デリバティブ取引

(為替予約取引、金利スワップ取引)

・ヘッジ対象…………………………………相場変動等によるリスクを保有しているもの

(外貨建金銭債権・債務、変動金利借入)

　 ③ヘッジ方針

デリバティブ取引取扱規程に基づき、為替、金利変動リスクをヘッジしております。

　 ④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー

変動の累計とを比較して判断しております。

　 ⑤その他

デリバティブ取引についての基本方針を定めた取扱規程を取締役会で決定しております。取引の実行及び管

理は経営管理部が行っており、取引状況は、取締役会に報告しております。

　 (6)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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　 (7)追加情報

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月

１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度

の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年４月１日に開始する事業年度

に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の37.8％から35.4％に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が115百万円減少し、当事業年度に計

上された法人税等調整額が115百万円増加しております。

　2.貸借対照表に関する注記

　 (1)担保に供している資産

建 物 477百万円

構築物 322百万円

ドック船台 341百万円

機械及び装置 0百万円

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 0百万円

土 地 3,545百万円

合 計 4,685百万円

担保に係る債務の金額

長期借入金（１年以内返済分を含む) 4,928百万円

(2)有形固定資産の減価償却累計額 42,869百万円

　 (3)関係会社に対する金銭債権及び債務

短期金銭債権 1,887百万円

長期金銭債権 5百万円

短期金銭債務 4,738百万円

　 (4)保証債務

函館どつく株式会社 2,200百万円

オリイメック株式会社 333百万円

合 計 2,533百万円

　3.損益計算書に関する注記

　 関係会社との取引

売 上 高 593百万円

仕 入 高 21,086百万円

営業取引以外の取引高 574百万円

　4.株主資本等変動計算書に関する注記

　 当期末における自己株式の数 普通株式 9,770株
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　5.税効果会計に関する注記

　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

流動資産 固定負債

(繰延税金資産) 百万円 (繰延税金資産) 百万円

保証工事引当金 297 投資有価証券評価損 1,028

工事損失引当金 2,190 退職給付引当金 536

未払事業税 395 未払役員退職慰労金 238

その他 491 その他 400

計 3,373 計 2,202

評価性引当額 △1,856 評価性引当額 △2,001

繰延税金資産 合計 1,517 繰延税金資産 合計 201

(繰延税金負債) (繰延税金負債)

繰延ヘッジ損益 △5 特別償却準備金 △57

繰延税金資産の純額 1,512 固定資産圧縮積立金 △65

その他有価証券評価差額金 △597

その他 △58

繰延税金負債 合計 △777

繰延税金負債の純額 △576

11



　6.関連当事者との取引に関する注記

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
又は

出資金

事業の
内容

議決権等
の所有
割合(％)

関連当事者との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

子会社 函館
どつく㈱

北海道
函館市

1,746
百万円

新造船
事業

89.9 4名 新造船の
建造委託

新造船の建造
委託

15,788 買掛金

前渡金

3,308

1,361

修繕船
事業

鉄構陸
機事業

新造船建造に
係る材料支給

6,753 売掛金

未収入金

前受金

46

1,656

150

債務保証 2,200 ― ―

保証料の受入 5 未収収益 0

モーニン
グダイダ
ラス ナ
ビゲーシ
ョン社

パナマ
共和国
パナマ

150
千米ドル

船舶
貸渡業

100.0 3名 新造船の
販売

受取利息 22 未収収益 ―

資金の回収 2,300 短期貸付金 ―

(注) 1. 取引条件及び取引方針の決定方針等
新造船の建造委託及び新造船建造に係る材料支給は当社が一般の取引条件を勘案し決定したものであり
ます。

2. 函館どつく㈱の債務保証については、銀行借入において債務の保証を行ったものであり、年率0.2％の
保証料を受領しており、また、担保を受け入れております。

3. モーニングダイダラス ナビゲーション社への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理
的に決定しており、回収条件は期間５年、半年毎の弁済として、最終弁済時に残債を一括弁済するもの
としており、当期に全て回収しております。

　7.１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 1,218円80銭

(2)１株当たり当期純利益金額 228円60銭

　8.記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。
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